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およそ 6 0 年
イタ イイタ イ病と 闘

たたか

い、

美し い水と 大地を

取り 戻
も ど

し た記録をたどってみましょ う 。

富山市婦中町宮野地区

　 日本の四大公害病のひと つである イタ イイタ イ病

が新聞にはじ めて報道さ れたのは 19 5 5（ 昭和 3 0）

年のこ と です。 その約 10 年後の 19 6 6（ 昭和 41）

年に、 こ の問題解決にむけてイタ イイタ イ病対策協

議会が結成さ れまし た。 住民の完全勝
し ょ う そ

訴後、 企
き ぎ ょ う

業と

の直接交
こ う し ょ う

渉により「 病気の原因を認め、 患
かん じ ゃ

者の補
ほし ょ う

償

を行う 誓
せい やく

約書」「 発生地の過去未来の農業被
ひ が い

害の補

償と 土
ど じ ょ う

壌の復元費用の全面負担の誓約書」「 今後公

害被害を発生させないこと を確約し 、 住民の立入調

査を認める公害防止協定書」 を締
て い け つ

結し まし た。

　 裁判後、 汚
お せ ん

染さ れた神通川や農地を美し い環
かんきょ う

境に

もどすまでに膨
ぼう だ い

大な時間と 労力、 費用がかけられま

し た。 どんな取組みがさ れていたのかを 知って、 私

たちはどう すればいいのか考えてみましょ う 。
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復 元工事

後
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前
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豊かな流れ

　 岐
ぎ ふ

阜県飛
ひ だ

騨地方の川
か お れ だ け

上岳（ 標高 1,6 2 5 ｍ） を 源

と する神通川（ 岐阜県内では宮川と 称
し ょ う

す） は、 高山

市や飛騨市古川町を流れ、 いく つも の支川と 合流し

ながら 富山県境まで流れ下り ます。 槍
や り が た け

ヶ 岳・ 穂
ほ た か だ け

高岳

を 源と する高原川は飛騨市神岡町を 流れ、 富山県

に入り、 宮川と 合流し ます。 合流地点は神通峡
き ょ う

とし

て美し い渓
けいこ く

谷をつく っています。

　 県内に入ってから 神通川と 呼ばれ、 熊野川や井田

川などの支流を集めながら、 富山平野を北に向かっ

て 流れ、 富山湾
わん

に流れ出ます。 長さ は約 12 0 ㎞、

流域面積は約 2 ,7 2 0 ㎢で、 流域面積は富山県を 流

れる７ 大河川の中で最大と なっています。

　 富山県の年間降水量（ 19 91-2 0 2 0 年までの平

均） は 2 ,3 74 m m と 比較的多く 、 全国平均の 1.4

倍です。 神通川には高原川から の雪解け水や雨水、

常願寺川から の伏
ふく り ゅ う

流水が多く 流れ込
こ

み、 豊富な水

量を 誇
ほこ

っています。

　 この豊かな水の流れがいく ども 氾
はんら ん

濫をおこし 、 大

地を浸
し んし ょ く

食し 、 河岸段
だんき ゅ う

丘や扇
せんじ ょ う

状地を形成しました。 ま

た、 長い年月をかけて土砂が運ばれ、 肥
ひ よ く

沃な富山平

野をつく り ました。

　 農業用水として開かれた牛ヶ首用水、 左岸合口用

水は神通川左岸から、大沢野用水、右岸合口用水（ 大

久保用水・ 新保用水） は右岸から 直接取水していま

す。 いずれの用水も 江
え ど

戸時代に開
かい

削
さ く

さ れ、 多く の

水田が開かれまし た。 また、 神通川は古く から 、 富

山県と 岐阜県を 結ぶ交流の道でし た。 江戸時代に

飛騨から は炭や和紙、 蚕
さ んし ゅ

種などが、 越
えっ ちゅ う

中から は米

や塩、 魚（ 越中ブリ ） などが運ばれまし た。

第　 　 章

神通川の恵
め ぐ

みとく らし

■流域図
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神通川の名の由来には、 いく つかの説があり ます。

① 川を挟
はさ

んで鵜
う さ か

坂神社（ 旧婦中町） の神と 多
た

久
く

比
ひ

禮
れ

志
し

神社（ 塩宮・ 旧大沢野町） の神と が交遊さ れて

いたので、 神が通ら れた川と いう 意味から 神通川

と 呼ばれました。

② 太古の昔、 神々が飛
ひ だ

騨の船
ふ な つ

津（ 旧神岡町） から

乗船し 、 越
えっ ち ゅ う

中の笹
さ さ づ

津（ 旧大沢野町） に着船さ れた

こと から 神通川と 呼ばれた。 　 　 　 　 　 　 　 　

神通川の名の由来

1

流域図

豊かな恵
めぐ

みを与
あた

えながら 流れる神通川

１   神通川－豊かな流れはどんなはたらきをしていたのか
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昭和 3 0 年頃
ごろ

までのく らし
　 昭和 3 0 年頃までの神通川流域の人たちはどのよ

う なく らし をしていたのでしょ う か。

　 神通川はいく ども 氾
はんら ん

濫し 、 呉
く れ は

羽山山
さ んろ く

麓から東へ流

路を 変え、 16 世紀末に富山城あたり まで移動し ま

し た。 江
え ど

戸時代に、 かつての流路であったと ころを

中心に新田開発が進み、 たく さ んの村が神通川流

域に誕生し まし た。 その後、 昭和まで時代と と もに

農業用水路が網
あみ

の目のよう に整備さ れ、豊かな水田

地帯へと 進展しました。

　 こ の農業用水は各家庭のそばを 流れており、 昭

和 3 0 年代までは、川の水を炊
す い じ

事や洗
せんたく

濯だけでなく 、

そのまま飲み水など にも 利用して いまし た。 井
い ど

戸

も 使用していまし たが、 野菜を 洗う 時などは、 農業

用水を使っていました。 上水道が普
ふき ゅ う

及し 始めるのは

19 5 5（ 昭和 3 0） 年以降になってからで、 イタ イイ

タ イ病患
かんじ ゃ

者が出た富山市新保地区では、 19 6 3（ 昭

和 3 8） 年によう やく 簡易水道が設置さ れました。

  また、 神通川には多く の魚が生息し 、 江戸時代に

は、 サケ、 マス、 アユなどの漁業が盛んに行われ

ており、 明治から 昭和時代の神通川は全国有数の

漁
ぎ ょ かく だか

獲高を 誇
ほこ

っていまし た。 富山名物の「 ます寿
ず

し」

に用いら れるサクラ マスは近年あまり みら れなく な

り まし たが、 昭和 3 0 年頃までは数多く 生息し 、 年

間 2 0 ト ンほど 獲
と

れていたと いわれています。 川で

漁や釣
つ

りをする人々の姿も多く みられました。

　 昔から「 神の通る川」 と もいわれた神通川は、人々

の生活には欠かすことのできないも のでした。

金屋村外 十四か村   役場 金　 屋

長沢村外 二十七か村   役場 長　 沢

中名村外 三十七か村   役場 中　 名

高日附村外 十八か村   役場 高日附

上新川飛地 秋ケ島村 外三十七か村 役場 秋ケ島

 婦中町域の村

  下板倉村　 和田新村　 野替村　 羽根村

  下轡田村　 島黒瀬村　 増田村　 羽根新村

  上轡田村　 西塚原村　 西本郷村　 和田村

  上轡田新村　 東本郷村　 高田新村

上新川郡

戸長役場所在地

郵便局

郵便凾場

郷社

■婦中町戸長役場所在地と 村

山
田
川

井
田
川

神
通
川

明治 17 年の婦中町戸長役場所在地と 村（「 婦中町史」 より ）

神通川の水を生活に使う （ 昭和 40 年代初頭）

アユ釣
つ

り の様子（ 写真提供： 富山漁業協同組合）

2   人々のくらし－生活には欠かすこと のできない神通川

神通川ではどんな魚をとっていたでしょう？

魚の名前を a.b から選びなさい。
Qクイズ

婦中町戸長役場所在地と 村

a . アユ

b. サンマ

a . ニシン

b. ウグイ

a . マグロ

b. サケ

（ 撮影： 林 春希氏）

① ② 

③ 
a . ウナギ

b. ウツボ
④ 

答えは 6 ページ
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イタ イイタ イ病の発生
　 大正時代になると、 神通川の中下流域に位置する

宮川・ 熊野・ 杉原・ 新保村など、 神通川の水を 水田

や生活用水として利用する人々の間で、 全身が激し

く 痛むと いう 原因不明の病気が現れ始めまし た。 特

に子をもつ 3 5 歳
さ い

を 過ぎた女性に多く みられ、 病気

が進むと 腰
こ し

や肩
かた

が激し く 痛み、 骨がも ろく なって簡

単に折れてしまう のです。あまり の痛さ に耐
た

えられず、

患
かんじ ゃ

者が「 イタ イ、 イタ イ」 と 訴
う っ た

えること から イタ イイ

タイ病と 呼ばれるよう になりました。

　 原因が分からないこと から、患者は「 風土病」（ そ

の地域特有の病気） や「 業
ごう

病
びょ う

」（ 悪い行いの報いと

して受ける 病気） として差別さ れるこ と も あり まし

た。 また、う つる病気と さ れ、「 あそこに嫁
よめ

に行く と、

得体の知れない病にかかる」 と いった悪いう わさ も

広まっていきまし た。 家族に患者がでると それを 隠
かく

そう と、 雨戸を閉め切った部屋に閉じ 込
こ

め世話をす

る家もありました。

　 患者の多く は子ども のいる農家の女性でし た。 そ

のよう な家庭では、 母親が寝
ね

たきり になると その看

病をする人が必要になり ます。 また、 農作業も 困難

になり、家族にその負担が重く のしかかっていました。

　 ある娘
むすめ

さ んは、 農作業と お母さ んの看病を一人で

やり、 夜はく たびれて起きら れないので母と 紐
ひも

で手

をつないで寝まし た。 また、 お母さ んが亡く なった

と き、 お骨は灰のよう になり、 箸
はし

でつまめず手で集

めたと 語っています。 高校に行けず、 母親が亡く な

るまで結
けっ こ ん

婚できなかったその娘さ んの姿から、 イタ

イイタイ病が患者だけでなく 家族にとってもいかに重

い負担と なっていたかが分かり ます。 さ ら に、 当時

は医
いり ょ う

療費も 本人負担で費用がかさ み、 患者の家族

は経済的にも 精神的にも苦し い状
じ ょ う き ょ う

況にありました。

2第　 　 章

イタイイタイ病の発生と 被
ひ が い

害の拡大

「 イタイイタイ 病」 になった人は、男性女性、どちら

が多いか円グラフに「 男性」「 女性」を入れなさい。

イ タ イ イ タ イ 病患
かんじ ゃ

者。左
ひだり あし

脚が骨折し 、ねじ 曲がっ た様子が分かり ます。

肋骨で 28 カ 所、 全身に 72 カ 所の骨折があり 、 コ タ ツの中に入り 布

団の重みで生じ る痛みから 逃
のが

れています。（ 1955（ 昭和 30）年）　 　 　 　 　 　  

（ 萩野 昇医師提供）

痛みで 動く こ と も でき

ず、 畳
たたみ

ご と 病院に運ば

れる患
かん じ ゃ

者さ ん

　 初めは農村にあり がちな腰、 肩、 膝
ひ ざ

の鈍
に ぶ

い痛みと して始

まり 、 杖に頼
た よ

って歩く よう になると 、 つまずいただけで簡単

に骨が折れるよう になり ま す。 さら に寝
ね

たきり になると 、 寝

返り や笑う 、 と いう わずかな動作で骨が折れ、 こ の時に引

き裂
さ

かれるよう な激し い痛みを 伴
と も な

います。

　 痛みの壮
そ う ぜ つ

絶さ は「 息を吸う と き 、 針 1000 本か 2000 本で

刺すよう に痛い」 と いう 患
か ん じ ゃ

者の言葉に残されています。 脊
せ き つ い

椎

が押し つぶさ れて身長が 30 センチも 短く なった例も あり ま

し た。

　 このよう に悲
ひ さ ん

惨な状
じ ょ う き ょ う

況にあっても意識は普
ふ つ う

通で、最後まで

「 イタイ、 イタイ」 と 苦し みながら 、 食べるも のも 食べら れず、

多くの患者が衰
すいじ ゃく

弱して亡く なっていきまし た。

息
を
吸
う
と
き
、

針
千
本
か
二
千
本
で
刺さ

す
よ
う
に
痛
い

2024（ 令和 6）年 12 月末現在

の患者

の患者

2.5％

97.5％

１   原因不明の病気

5 ページの答え： ① a. アユ　 ② b. サケ　 ③ b. ウグイ 　 ④ a. ウナギ

答えは 8 ページ

Qクイズ



7

水田に原因不明の異変が発生
　 原因の分から ないまま、 イタ イイタ イ病の被

ひ が い

害は

拡大していきまし た。 し かし 、 何も 予兆はなかった

のでし ょ う か？実はこ の実り 豊かな神通川流域に

は、 明治時代の中頃
ごろ

から 異変が現れ始めていたの

です。 神通川の清く 澄
す

んでいた水が白く 濁
にご

ったり 、

魚が死んで浮
う

かんだり すると いった異変や、 川の水

が流れ込
こ

む水田で稲
いね

が枯
か

れるなどの農業被害が起

こっていたのです。

　 地域の人々は、 こ の原因が上流にある 神岡鉱山

の鉱
こ う どく

毒（ ※１） にあると 考え、 除害施
し せ つ

設を設置する

よう に求めました。 その結果、 鉱石を 採
さ いく つ

掘している

企
き ぎょ う

業も 鉱毒の被害を 認め、 鉱毒を 取り 除く 施設を

強化し まし た。 また、 県も災害対策費として補助金

を出し 、 水田の取水口に沈
ち んでん

殿池を作り 、 鉱毒を含ん

だ廃
はい

さ いが流れ込まないよう にしました。

　 しかし 、その後もこの問題は解決せず、昭和に入っ

てからも 神通川のアユが死んで川に浮
う

かび、 神通川

流域の各村長・ 農会長・ 水産会らが抗
こ う ぎ

議を繰
く

り 返し

まし た。 戦後も 周辺自治体町村長と 農業協同組合

長などが、 この企業に、 農作物被害に対して補
ほし ょ う

償金

を要求すると いったこと が起こりました。

　 こう いった予兆があったにもかかわらず、鉱毒が人

体に影
えいき ょ う

響を及
およ

ぼしていると 考える人はほと んどいま

せんでし た。 そのため、 イタ イイタ イ病はこ の地域

だけに起きる原因不明の病気として片付けられ、 被

害をさらに深刻なものにしていきました。 19 5 5（ 昭

和 3 0）年にイタ イイタ イ病が初めて新聞報道さ れる

まで多く の県民はその存在さ え知り ませんでした。

高
校
へ

行
き
た
か
っ
た
け
れ
ど
…
…

「 富山日報」（ 1932（ 昭和 7） 年 6 月 17 日）

鉱山や金属精
せいれん

錬所で、 鉱物を 処理する 際の排
はいすい

水・ 排
はいえん

煙中

に含
ふく

まれる有毒物質のこ と 。
※１  ※１  鉱鉱

こ う ど く

毒毒

 2    被
ひ が い

害の拡大－汚
よ ご

れはどこ から

田んぼの入り 口に沈殿池を作り 、 イ ネの発育を悪く する細かい砂や

ド ロを沈
し ず

め、 き れいな水を田んぼに送る。             （ 撮影： 林 春希氏）

病気についてう わさ する人たち（ イ タ イ イ タ イ 病資料館）

？

沈
ち ん で ん

殿池

母が発
はっし ょ う

症し 、 姉と２ 人で看護していた娘
むすめ

さんの話

（ 問い） お姉さんがお嫁
よ め

に行かれたあと はどう でし たか？

（ 答え）「 私が姉の分もやら なく てはなり ませんでし た。 高校

へ行きたかったけれど、 と てもできないこ と で悲し

かった。」

（ 問い） 妹さんや２ 人の弟さんの学校はどう されまし たか。

（ 答え）「 私がみな高校にあげてやり まし た。」

（ 問い） 父親と 農作業は２ 人でやったのですか。

（ 答え）「 はい、 し ばらく してお父さんも 病気になり 、 近所の

人に手伝ってもら いまし た。」
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イタ イイタ イ病の原因
　 こ の神岡鉱山の鉱毒がイタ イイタ イ 病の原因で

はな いかと 考え たのは、 太平洋戦争後に復員し 、

19 4 6（ 昭和 21） 年に亡き 父の病院を 継
つ

いだ萩
は ぎ の

野

昇
のぼる

医師でし た。 萩野医師は、 イタ イイタ イ病患
かんじ ゃ

者を

往
おう し ん

診し 、 悲
ひ さ ん

惨な患者の姿を 診
み

るたびに、 原因を 明

らかにし たいと いう 思いを強く し まし た。 イタ イイタ

イ 病が広く 知ら れるよう になっ たのは萩野医師の

献
けんし ん

身的な研究によるも のです。

　 そんな萩野医師がイタ イイタ イ病の原因が神通川

にある のではと 直感し たのは、 患者の発生場所を

地図に落とし たと きです。 患者がいたのは神通川を

真ん中に、 東は神通川に注ぐ 支流・ 熊野川、 西は

支流・ 井田川に挟
はさ

まれた地域だったのです。 そこ で

萩野医師は、 19 5 7（ 昭和 3 2 ） 年 12 月 1 日の第

12 回富山県医学会で、 開業以来診察し た 9 3 人の

患者についてまと め、 イタ イイタ イ病の原因が神通

川の水に含
ふく

まれる 神岡鉱山の鉱毒であると 初めて

発表し まし た。 し かし 、 協力を申し 出る人はだれも

いませんでし た。 若い萩野医師を 売名行
こ う い

為と 批判

するも のまでいました。

イタイイタイ病の発生と 被害の拡大

私は、あの日の出来事を

忘れること ができない。

6 ページの答え： 2.5% = 男性　 97.5% = 女性　 認定患者（ 2024（ 令和 6）年 12 月末現在）： 201 名（ 男性 5 名、 女性 196 名）

富山市羽根

鵜坂

分田

西塚原

塚原

添島

萩島

十五丁

道場

下井沢
堀

秋島

城生

新保

吉倉
南中田

押上

福居

岩木新

岩木

成子

神通

塩

惣在寺

才
覚
寺

蔵
島

持
田

中
神
通

西
神
通

新
屋

下
大
久
保

為
成
新

青
島

中
名

増田

清水島

平岩

野飼

広田

は
や
ほ
し

にながわ

おおく ぼ
まち

ちさと

えっちゅう
やつお

う わの

高 

山 

本 

線

旧 

笹 

津 

線

牛
ヶ

首
用

水

牛 ヶ
首

用
水

久
婦
須
川

熊 

野 

川

合
場
川

山 田 川

土
 川

井 田 川

井 

田 

川

■患者発生地域

神
通
川

上
轡
田

イ タ イ イ タ イ 病患者発生地域図

（ イ タ イ イ タ イ 病第１ 回合同研究会（ 1963（ 昭和 38）年６ 月） 資料の図表より 作成）

患
かんじ ゃ

者発生地域

（ 撮影： 林 春希氏）

2第　 　 章

　 初めて 往
お う し ん

診に招かれたと き、 患
か ん じ ゃ

者は農家の薄
う す

暗い納戸の

片
か た す み

隅に寝
ね

かさ れていた。 枕
ま く ら

もと には、 昼の食事ののこり が放

置され、 ハエが無数にむら がっていた。 老婦は身動きすること

もできないのだ。 身体はやせおと ろえて短縮し 、 全身をエビの

よう に曲げてはいるが、 子供のよう な大きさである 。

　 脈をみよう と 手をと ると 持ったと こ ろがポキリ と 折れた。 私

は驚いて手をはなし たが、 患者は「 イタイ、 イタイ」 と 叫
さ け

び声

をあげた。 その目には恐怖のおののきがはし っていた。 私は、

その時の老婦の絶
ぜっき ょ う

叫を忘れること ができない。 私は呆然と し

て、 涙
なみだ

に泣きく れる老婦の顔を見守っていた。

「 北日本新聞」 萩野 昇医師の話（ 1971（ 昭和 46） 年７ 月２ 日）
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戦後の神岡鉱山の亜
あ え ん

鉛工場（ 神岡鉱山写真史より ）

日本有数の銀山　 神岡鉱山
　 神岡鉱山は日本一の亜

あ え ん

鉛・ 鉛
なまり

を産出する鉱山とし

て、2 0 0 1（ 平成 1 3 ） 年まで生産を続けていまし た。

採鉱のはじまりは奈
な ら

良時代の養老年間（ 7 2 0 年頃
ごろ

）

と さ れており 、 銅が発見さ れ、 黄
こ が ね

金が出て天皇に

献
けんじ ょ う

上さ れたと いう 言い伝えがあります。

　 室町時代に神岡鉱山の中心鉱区にあたる 和
わ

佐
さ

保
ぼ

、 茂
も ず み

住で銀山が開
かいこ う

坑さ れ、 江
え ど

戸時代まで銀山と

し て 栄えて いまし た。 1 6 9 2 （ 元禄 5 ） 年、 幕府

の直
ちょ っ かつ

轄地となってからは、 銅・ 鉛山の開発が行われ、

和佐保では銅の採鉱が行われまし た。『 飛騨国中案

内』 には、「 茂住銀山町、 銀山御番所、 銀山蔵、

字は池ノ 山と いう 鉛山がある」 と あり 、 茂住集落が

銀山町とし て栄え、 銀や鉛を採鉱し ていた様子がう

かがえます。

　 2 0 0 1（ 平成 1 3 ） 年から、 鉱石の採掘を休止し 、

輸入し た鉱石や廃棄さ れたバッ テリ ーから亜鉛や鉛

を生産し ています。

三井の神岡進出

　 三井は江
え ど

戸時代に国内屈
く っ し

指の金
き んゆう

融業者とし て成長

し ていまし た。 明治新政府は三井に新旧貨
か へ い

幣の交
こ う かん

換

事務と新貨幣鋳
ちゅ う ぞう

造の仕事を担当させました。

　 三井は貨幣鋳造用の原料である金・ 銀・ 銅の地金を

各地の鉱山から買い付けていまし たが、 神岡地区で地

元の鉱業者と 取引きし ていた中西組が破産し たため、

その貸付金を、 中西組から貸し 付けを受けていた鉱業

者から直接回収することにしまし た。 零
れいさ い

細な鉱業者は

借金の返済に鉱区の権利を手放しまし た。

　 1 8 7 4 （ 明治 7 ） 年、 三井は神岡鉱山の鉱業権の

一部を取得し 、 1 8 8 9 （ 明治 2 2 ） 年までに関連する

すべての鉱山の所有権を手に入れました。 神岡鉱山を

取得し た三井は、 明治政府から払
はら

い下げられた九州に

ある三池炭
たんこ う

坑と あわせて鉱山経営に乗り 出しまし た。

三井は金
き んゆう

融、 貿易、 運輸、 鉱業など多く の企
き ぎ ょ う

業を経

営し 、 財
ざいばつ

閥と呼ばれるようになりました。

神岡鉱業所より 高原川に注ぐ 排
はいすい

水（ 昭和 40 年代初頭）

銀はかり （ 計量器）（ 神岡鉱山写真史より ）

選鉱過程から の推定廃
はいぶつ

物化亜
あ え ん

鉛・ カド ミ ウム

江戸時代の製
せい れん

錬の様子（ 神岡鉱山写真史より ）

（ 撮影： 林 春希氏）

年別
亜鉛精鉱
生産高

推定廃物化量

亜鉛 カ ド ミ ウム

1906（ 明治39） 年 1,833 4,914 24.6

1907（ 明治40） 年 5,772 5,437 27.2

1908（ 明治41） 年 8,878 6,841 33.7

1909（ 明治 42） 年 10,553 7,137 35.7

1910（ 明治43） 年 11,183 7,637 38.2

1911（ 明治44） 年 15,397 5,804 29.0

1912（ 明治45） 年
  （ 大正元）

19,656 4,734 23.7

  

ト ン（ ｔ ）

「 イ タ イ イ タ イ 病と フ ク シマ　 こ れまでの100 年こ れから の100 年」

（ 畑 明郎、 向井嘉之、 梧桐書院）

 3   イタイイタイ 病と 神岡鉱山－どんな鉱物を産出していたのか
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工業の発達
　 神岡鉱山の亜

あ え ん

鉛の生 産 量を 見て みまし ょ う 。

19 31（ 昭和 6） 年から 19 4 5 （ 昭和 2 0） 年の戦争

中は、 武器や飛行機を 作るために、 亜鉛の生産量

が拡大していきました。 その後、戦後の復興が進み、

交通や産業が発達し 、 貿易が拡大し 始めた 19 6 0

年代にさらに生産量が伸
の

びています。どうしてでしょ

う か。 この時期はちょ う ど日本が戦後の混乱から立

ち 直り、 高度経済成長を 始めた時期にあたり ます。

工業が急速に発達し 、 好景気に沸
わ

く 中で環
かんき ょ う

境を 守

ること はないがし ろにさ れていきまし た。

銀から 亜
あ え ん

鉛の生産へ
　 神岡鉱山のほぼすべてを所有し た三井は、 18 8 8

（ 明治 21） 年に鹿
し か ま

間谷（ 岐
ぎ ふ

阜県飛
ひ だ

騨市神岡町）、 翌

年に増谷（ 同町） に選鉱場を設置し、 本格的に採
さ いく つ

掘、

選
せんこ う

鉱（ ※ 1）、 製
せいれん

錬（ ※ 2 ） を 開始し まし た。 する

と 採掘量は約 4 倍に急増し 、 用
よ う と

途のないカド ミ ウム

を 含
ふく

む亜鉛鉱石は不要なも のとして、 かなり の量が

谷間や高原川などに捨てられました。

　 18 9 6（ 明治 2 9） 年、 神通川から 水を 引いてい

る 新保村（ 現富山市）、 大久保村（ 現富山市） 等の

田地で稲
いなさ く

作の生育がはなはだ悪いのは鉱毒流出の

ためではないか、 と 農民が心配していること を県内

ではじ めて新聞が報じ まし た。 18 9 7（ 明治 3 0） 年

には、 金本位制が実
じ っ し

施さ れたこ と で銀の価格が低

下しました。 19 0 4（ 明治 3 7 ） 年に日
に ち ろ

露戦争が始ま

ると、 武器製造に必要な鉛
なまり

や亜鉛の需要が増えて

価格が上昇し 、 亜鉛の輸入も急増しまし た。 神岡鉱

山では、 亜
あ

鉛
えん

精
せい

鉱
こ う

（ ※ 3） をつく る技術が進歩した

こと から、 こ れまで谷間や川などに捨てていた亜鉛

を多く 含む鉱石を 選鉱し 、 亜鉛精鉱の生産を開始

し 、 19 0 5（ 明治 3 8）年には輸出するまでになり ま

した。

　 1914（ 大正 3） 年、 第一次世界大戦が始まると と

も に増産さ れ、 日本最大の亜鉛鉱山と して 東洋一

の生産量を誇
ほこ

り ました。

カド ミ ウムの流出と 生産
　 15 ～16 ㎝の大き さ の鉱石から、 鉛

なまり

・ 亜
あ え ん

鉛を 取

り 出すために 0 .1 ～ 0 .2 ㎜の粉末にし ます。 この鉱

石には、 鉛や亜鉛に加え、 カド ミ ウムも含まれてい

ますが、 選鉱の段階で出るカド ミ ウムを 含む微
び さ い

細な

鉱石と それを 含む排
はいすい

水の流出を 処理する 施
し せ つ

設は不

十分でした。 そのため、 亜鉛生産の拡大にと も なっ

て、 カド ミ ウムを含む微細な鉱石が大量に高原川へ

流出しました。 こ れが昭和初期から農業被
ひ が い

害に加え

て、 漁業被害になるなど、 公害の規模が大きく なる

要因になり ました。

　 昭和初期より、 カド ミ ウムがメ ッ キや顔料に使わ

れるよう になり 、 需
じ ゅ よ う

要が高まってきまし た。 神岡で

カド ミ ウムの生産が始まるのは、 19 4 8（ 昭和 2 3）

年頃
ごろ

になってからでした。

イタイイタイ病の発生と 被害の拡大

鉱毒の余害を 報じ る

新聞記事（ 1 8 9 6（ 明

治 2 9 ）年 4 月 2 4 日・

北陸政論）

●
鉱
毒
の
余
害

神
通
川
よ
り
水
を
引
け
る
上
新
川
郡
新
保
村
（
現
富
山
市
）
大

久
保
村
（
現
富
山
市
）
等
の
田
地
は
近
年
稲
作
の
生
育
甚

は
な
は

だ
悪

し
き
は
畢

ひ
っ
き
ょ
う竟

同
川
上
流
に
臨
め
る
飛
州
各
鉱
山
の
鉱
毒
流
出
せ

る
為た

め

な
ら
ん
と
し
て
農
民
の
憂ゆ

う
り
ょ慮

一
方
な
ら
む
と
い
う

採
さ いく つ

掘し た鉱石から 不用な鉱物を取り

除いて品位（ 鉱石中の金属の割合）

を高めること 。

※１  ※１  選選
せ ん こ う

鉱鉱

鉱石から 金属を 取り 出し 、 精製加工

する工程。

※ 2  ※ 2  製製
せ い れ ん

錬錬

選鉱し た 結果得ら れた 高品位の産

物。 製錬原料と し て直接使用でき る

程度に亜鉛の品位が高めら れた 鉱

石。

※ 3  ※ 3  亜亜
あ

鉛鉛
え ん

精精
せ い

鉱鉱
こ う

0
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神岡鉱山の出鉱量の推移

神岡鉱山における探査、 鉱業便覧、 三井金属資料により 編集さ れた表をも と に作図

2第　 　 章

？
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神岡鉱山の亜鉛出鋼量の推移

　 イタ イイタ イ病が世の中に知ら れ始めた頃
こ ろ

、 日本全国

で同じ よう に公害問題が起こり まし た。 こ れは「 四大公

害病（ イタ イイタ イ病、 水俣病、 新潟水俣病、 四日市ぜ

んそく ）」 と 呼ばれます。 19 4 0 年代から 19 6 0 年代に、

工業は環
かんき ょ う

境問題を 無視して急速な発達をし まし た。 その

結果、 多く の健康被
ひ が い

害を引き起こしました。

　 四大公害病の裁判は 19 6 7（ 昭和 4 2 ） 年～19 6 9（ 昭

和 4 4） 年に提
て い そ

訴さ れますが、 企
き ぎょ う

業は公害病と の因果関

係を 容易には認めませんでし た。 し かし 、 19 71（ 昭和

4 6） 年～19 7 3（ 昭和 4 8） 年には住民が勝
し ょ う そ

訴しています。

日本の四大公害病

［ 発生地域］ 三重県四日市市

［ 原因］ 主に石油化学コンビナート から 排
はいし ゅつ

出

さ れた硫
い お う

黄酸化物によって大気が汚
お せ ん

染さ れ

ること で発生

［ 発生年］ 昭和 30 年代

［ 症状］ 呼吸器系疾
し っかん

患（ 肺気腫
し ゅ

、 ぜんそく 性

気管支炎、 気管支ぜんそく 、 慢
ま んせい

性気管支炎）

など

［ 発生地域］ 熊本県水俣湾
わん

周辺を中心と する八代海沿岸

［ 原因］ 化学工場から 排
はいし ゅつ

出さ れたメ チル水銀によって八代海の

魚
ぎ ょ かい

介類が汚
お せ ん

染され、 こ れら の魚介類を多食すること で発生

［ 発生年］ 1956（ 昭和 31） 年に公式確認された

［ 症状］ 感覚障害（ 注１ ）、 運動失調（ 注２ ）、 視野狭
き ょ う さ く

窄（ 注３ ）、

聴
ちょ う かく

覚障害、 平
へいこ う

衡機能障害、 言語障害、 歩行障害など

［ 発生地域］ 新潟県阿賀野川地域

［ 原因］ 化学工場から 排
はいし ゅつ

出さ れたメ チル水銀によって阿

賀野川の魚
ぎょ かい

介類が汚
お せ ん

染され、 こ れら の魚介類を多食す

ること で発生

［ 発生年］ 1965（ 昭和 40） 年に公式確認された

［ 症状］感覚障害（ 注１ ）、運動失調（ 注２ ）、視野狭
き ょ う さ く

窄（ 注３ ）、

聴
ちょ う かく

覚障害、 平
へいこ う

衡機能障害、 言語障害、 歩行障害など

新潟水俣病

水俣病

四日市ぜんそく

注 1  : 手足の先
せんたん

端にいく ほど 強く し びれたり 、 痛覚など

の感覚が低下し たり する

注２  ：  秩
ち つじ ょ

序だった手足の運動ができない

注３  ：  筒
つつ

を通して見るよう に視野が狭
せま

く なる

イタイイタイ病

食物連
れ ん さ

鎖によるメ チル水銀の蓄
ち く せき

積

※ 排
はいし ゅつ

出さ れた無機水銀が、 ある種の微
び せ い ぶ つ

生物によりメ チル水銀と なり 、

プランクト ン等に取り 込
こ

まれる場合もあり ます。

メ チル水銀

メ チル水銀

工場排
は い す い

水

プランクトン 水生昆
こ ん ち ゅ う

虫

メ チル水銀
食物連鎖

による 循
じ ゅ ん か ん

環

直接摂
せ っ し ゅ

取
（ エラ・ 体の表面）

（ 写真提供： 四日市公害と 環
かんき ょ う

境未来館

撮影： 澤井余志郎氏）

コ ラ ム
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3第　 　 章

カド ミ ウムと はどのよう な物質なのか？

カド ミ ウムの発見者

シュト ロマイヤー（ F.Stromeyer : 17 7 6 .8 .2 〜18 3 5 .8 .18）

ド イツの化学者。 1817 年、 ハノ ーファ ー公国の薬局の監
かん

督
と く

官として査察してい

た時、 炭酸亜
あ え ん

鉛を 加熱し たと ころ、 黄色に変色するのを 見たこ と がきっかけで

不純物の存在に気付き、 カド ミ ウムを 発見しまし た。 彼
かれ

と ほぼ同時に、 ヘルマン

（ K .S.L.H ermann） もカド ミ ウムを発見しています。

カド ミ ウム

112 .4

4 8  Ca dm ium

CdCd

　 カド ミ ウムと 聞いて、 多く の人が思い

つく のが、 ニカド 電池ではないでし ょ う

か？正式には、 ニッ ケル・ カド ミ ウム蓄
ち く

電
でん

池
ち

と 呼ばれる こ の電池は、 充
じ ゅ う でん

電をし

ながら 繰
く

り 返し 使えるこ と で、 幅
はば

広い用
よ う

途
と

に利用さ れてきまし た。

　 ラ ジコ ン カ ーのバッ テリ ーでよく 使わ

れる 他、 電動ド リ ルのバッ テリ ーパッ ク

の中には、 何本かのニカド 電池が、 直

列に接続さ れて収まっています。

　 こ のよう にニッ ケル・ カド ミ ウム蓄電

池は、 モータ ーなどの高出力用途に適し

て おり 、 蓄電池の

中で も 長い歴史を

も っ て い る も のの

ひと つです。

　 カド ミ ウムと テルルと いう 元素から 成

る 結
けっ し ょ う

晶性のテルル化カド ミ ウムは、 太陽

電池の材料と して用いら れています。 そ

の他にも 、 カド ミ ウムを 含
ふく

む物質は、 コ

ンピュータ に使われる半導体や液
えき し ょ う

晶テレ

ビ など、 私たち のく らし の中でさ まざま

に使われているのです。

　 カド ミ ウムの化合物である、 硫
り ゅ う か

化カド

ミ ウムは、 と ても 鮮
あざ

やかな 黄色の物質

です。 こ れを 主成分と し たのが、 黄色の

油絵具「 カド ミ ウム・ イエロー」 です。

　 黄色は、 絵の具の世界で は、 三原色

のひと つですから 、 他の色を 作り 出すと

きにも 活用さ れています。 青色の物質と

まぜて「 カド ミ ウム・ グリ ーン」、 赤色の

物質と まぜて「 カド ミ ウム・ オレンジ」 と

いう も のも あり ます。

ニカド 電池 太陽電池の材料油絵具

蓄電池 油絵具

12

元
げんそし ゅ う き ひょ う

素周期表では

イタイイタイ病と カド ミ ウム

　 カド ミ ウムは、 右の写真のよ う な 岩石の中

に 含
ふく

ま れて いま す。 自然界で は、 こ のよ う に

岩石の中に閉じ 込
こ

めら れていますが、 こ こ から

「 亜
あ え ん

鉛」 を取り 出す過程で、 副産物として出てき

たのがカド ミ ウムです。 公害への関心が薄
う す

かった

時代には亜鉛の製
せいれん

錬過程で環
かんき ょ う

境中に流出し 、 製

錬所の下流域の土
どじ ょ う

壌に蓄
ち く せき

積さ れてし まいまし た。

　 単体のカド ミ ウムは銀白色の軟
やわ

らかい金属で

す。 比
ひ

較
かく

的
てき

さ びにくく 美し い金属光
こ う

沢
たく

を持ちます

が、 湿
し っ け

気の多い空気中にあると 徐
じ ょ

々
じ ょ

に酸化して

灰色になり 、 光沢を失います。

太陽電池

イ タ イ イ タ イ 病資料館で展示し ている鉱石と カ ド ミ ウム地金（ 神岡鉱業株式会社寄
き ぞ う

贈）

１  カド ミ ウムは何に使われているか？
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金属イオンを 含
ふ く

む水
す い

溶
よ う

液
え き

はどのよう に扱
あつか

えばいいのか？

　 金属イオンを含む水溶液を自然界に流すと、 ヒト の体に影
えいき ょ う

響が出る

よう に、 さ まざまな生物の体にも 影響を 与
あた

えてし まいます。 時には、

大きく 生態系を壊
こ わ

してしまう こと になり かねません。 このよう なことに

ならないよう に理科の世界では、 実験で出た廃
はいえき

液は、 廃液タンクにた

め、 専門の業者に処理してもらう 必要があります。

　 たと えば、 ベネジクト 液のよう に、 金属イオンが含まれているにも

かかわらず、 一
いっ ぱんて き

般的にその知識が浸
し んと う

透していない試薬も 存在し ます。

試薬ビ ン のラ ベルに貼
は

ら

れている注意書きをよく 読

んで、 間
ま

違
ち が

いのない操作を

心がけましょ う 。

身近な金属を探してみよう

　 現在、 環境基本法では、 公共用水域

（ 河川など） や土
どじ ょ う

壌におけるカド ミ ウム

について、 人の健康を 保護するう えで

維
い じ

持すること が望まし い基準を定めて

います。 また、 工場などから 公共用水

域へ排
はいし ゅ つ

出さ れる水に含
ふく

まれるカド ミ ウ

ムについても、 水質汚
お だ く

濁防止法により

厳しく 管理されています。

　 カド ミ ウムは鉄やアルミ ニウムなどと 同様に金属です。私たちの身のまわりには、

こ れら の金属が固体やイオンなどのさ まざまな状態で存在しています。 理科の実

験で使った金属には、 どんなものがあり ますか。 また、 環
かんき ょ う

境とどのよう につながっ

ているかを考えてみましょ う 。

塩化銅水
すい

溶
よ う

液
えき

の電気分解

　 銅イオン は、 水に溶
と

けた状態で 青色

を示し ます。 銅イオンは自然界に流して

はいけない物質のひと つです。

ベネジクト 液

　 あまり 知ら れていませんが、 ベネジク

ト 液は、 銅が化学変化すると き に色が

変化すること を利用しています。

例 1 　銅
        

例２ 　アルミ ニウム 塩酸を入れた試験管に、

アルミ ニウム片を入れたら

どう なったか？

臭
にお

いは？

塩酸はアルミ ニウムを

変化させたか？

発生した泡
あわ

はなにか？

カド ミ ウムによる環
かんき ょ う おせん

境汚染を

防ぐ 制度

知り たい
もっと

発展学習

答え①

答え②

答え③

答えは 14 ページ
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イタイイタイ病と カド ミ ウム

1

4

キレイに

なった
血液

腎
じ ん ぞ う

臓の 5 つのはたら き

血液をきれいにして、

いら ないも のを捨てる

ミ ネラルのバランスを整える2 強い骨を作る3

血圧を調整する 血液を 作る命令を出す

腎臓で血液の中のいらない

も のをこし 取る。

体の中に必要な水分の量や

栄養、 塩分を整える。

骨を作るカルシウムを体内に吸収させるため

に必要な活性型ビタミ ン D を作っている。

水分や塩分を調整して血圧を

上げたり 下げたり する。

ホルモンを出して血液のもと（ 骨
こ つずい

髄の中の

細
さ いぼう

胞） に、 血液を作るよう に命令を出す。

+
ー

5

血液

ビタミ ン D カルシウム

大静脈
大動脈

腎臓
そら豆のよう な形

尿管ぼうこう

【 ヒ ト のからだ】【 ヒ ト のからだ】

いらないものは

おしっこに

血液

1

4

　 厚生省（ 現・ 厚生労働省） の見解では、 イ

タ イイタイ病は、 カド ミ ウムの慢
まんせい

性中毒によっ

て、 まず腎
じ んぞう

臓に障害が発生し 、 次に骨
こ つなんかし ょ う

軟化症

を引き 起こ すと いう も のです。 こ れに、 妊
にんし ん

娠

や授乳、 内
な い ぶ ん ぴ

分泌の変調、 老化、 カ ルシウム

等の不足などが原因と なって病気を進行させ

ると 考えら れています。

　 その仕組みについては、 まだ解明さ れてい

ない部分があり ますが、 腎
じ んし ょ う がい

障害と 骨障害、 な

かでも 骨
こ つ そ

粗しょ う 症
し ょ う

を 伴
と も な

う 骨軟化症はイタ イ

イタイ病の大きな特徴と いえます。

腎臓

腎臓の断面

腎動脈

腎静脈

し き ゅ う た い

にょ う さ い か ん

ぼう こ う

にょ う かん

じ んぞう

3第　 　 章

2 患
か ん じ ゃ

者にみられる医学的な特
と く ち ょ う

徴

13 ページの答え： ①泡を出し てアルミ ニウム片が溶けた　 ②臭いはなし 　 ③変化さ せた。 水素
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富山県の取組み

　 富山県は、 19 6 7（ 昭和 4 2 ） 年から 、 独

自に患者の認定を 行い、 公費による 医
いり ょ う

療救

済を 実
じ っ し

施していまし た。 その後は、 新し く

制定さ れた 法律に基づき、 知事が「 富山県

公害健康被
ひ が い

害認定審
し ん さ

査会」 の意見を聞いて

患者を認定しています。 イタ イイタ イ病では、

患者に認定さ れた場合、 原因企
き ぎょ う

業が誓
せいやく

約書

に基づき 補
ほし ょ う

償しています。

　 県で は、 19 6 7（ 昭和 4 2 ） 年から 、 被害

を 受けた流域住民の健康を 守るために、 住

民健康調査を実施しています。 また、 患者・

要観察者と その家族の人たちを 対象に保健

師による 訪問指導を 実施する など、 住民の

健康管理に取組んでいます。

イタ イイタ イ病の患
か ん じ ゃ

者を認定・ 救済し 、 流域住民の健康を守る

認定手続き の流れ

申し
ん
せ
い請

者

知
事

申
請

公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会

諮し

も

ん問 知
事

意
見
書

認定

不認定

行
政
処
分

現在の住民健康調査の実施方法

1 次検
けんし ん

診

尿
にょ う

検査

以下に該
がいと う

当し た場合、

精密検診を 受
じ ゅ し ん

診

尿中β２ -M G（ ※）　

5 .0 ㎎ /g Cr 以上

※ 近
き ん い に ょ う さ い か ん

位尿細管機能異常の指標

精密検診

問診票の記入

尿検査、 血液検査

X 線検査、 診
し ん さ つ

察

対象者： 19 7 5（ 昭和 5 0 ） 年以前に神通川流域のカド ミ ウム汚
お せ ん

染地域に 2 0 年以上住

んでいた人の中で、 調査時点で 5 0 歳
さ い

以上の人

　 腎臓は身体に必要がなく なった老
ろ う はいぶつ

廃物を 尿にする

器官です。腎臓の糸
し き ゅ う たい

球体と いう 部分で血液がろ過され、

尿のもと（ 原尿） ができます。 原尿は尿細管と いう 管

を通り 、 身体に必要な物質が再び吸収されます。 この

尿細管が障害を受けると 、 体内にと どめておく べき 無

機リ ンなどの必要な物質までも 排
はいせつ

泄さ れてしまい、 骨

に異常が起こること があり ます。 イタイイタイ病にはこ

の尿細管障害がみられます。 また、 腎臓でのビタミ ン

D の活性化障害による腸管から のカ ルシウムの吸収

障害をきたします。

腎
じ ん ぞ う

臓の障
し ょ う がい

害と 特
と く ち ょ う

徴〜尿
にょ う さ いかん

細管の機能と その異常〜 骨障
し ょ う がい

害の症
し ょ う じ ょ う

状と 特
と く ち ょ う

徴〜骨
こ つ そ

粗しょ う 症
し ょ う

と 骨
こ つ な ん か し ょ う

軟化症〜

　 骨粗し ょ う 症は、 骨の量

が減って、 骨密度が低く ス

カスカ の状態になり ますが、

骨の成分は正常です。 一方、

骨軟化症は、 骨を 硬
かた

く する

仕組みに 異常が発 生し て、

正常な骨がつく られなく なる

病気です。 イタ イイタ イ病で

は、 骨粗し ょ う 症を 伴
と も な

う 骨

軟化症がみられます。

《 健康な背骨》 《 骨
こ つ そ

粗し ょ う 症
し ょ う

の背骨》

（ 写真提供： 浜松医科大学名誉教授 井上哲郎氏）

←

認定条件

　 次の①から ④までのすべての項
こ う も く

目に該
がいと う

当すること 。

①カド ミ ウム濃
の う こ う お せ ん

厚汚染地域に居住し 、 カド ミ ウムに対する 暴
ば く ろ れ き

露歴※

があったこと 。

②以下の③、 ④の状態が先天性のも のではなく 、 成年期以後に発

現し たこと 。

③尿
にょ う さ いかんし ょ う がい

細管障害が認めら れること 。

④ X 線検査または生検等によ っ て骨
こ つ そ

粗し ょ う 症
し ょ う

を伴
と も な

う 骨
こ つなんかし ょ う

軟化症の

所
し ょ けん

見が認めら れるこ と 。 こ の場合、 骨軟化症の所見については、 骨

所見のみで確定できない場合でも 、 骨軟化症を疑わせる骨所見に加

えて、 一
いっ ぱんてき

般的所見、 血液検査、 X 線検査、 尿検査、 その他必要と 認

めら れる検査の結果が骨軟化症に一
い っ ち

致すればこ れを含
ふく

めるこ と 。

※暴露歴： カド ミ ウムを含む食物や水を摂
せっ し ゅ

取し た経験

平成 13 年 5 月 2 4 日付け環保企第 5 8 7 号　 環境省総合環境政策局環境保健部

長通知「 公害健康被害の補償等に関する法律に係る処理基準について」
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患
かんじ ゃ

者を救おう と 立ち上がった医師
　 神通川流域に発生していたイタイイタイ病は長い間

原因が分からず、「 風土病」 や「 業
ごう びょ う

病」 であると 考え

られたため、 差別されることもありました。 患者は周

囲の人からの目を気にし ながら生活し 、 激し い痛みを

じっとこらえて苦し みながら亡く なっていきました。

　 その苦し みにいち 早く 共感し 、 一人でも 多く の患

者を 救おう と 立ち上がったのが、 熊野村（ 現在の富

山市婦中町） の萩
はぎ

野
の

昇
のぼる

医師です。 萩野医師は多く の

患者の治
ちり ょ う

療にあたるとと もに、 原因追究に奔
ほんそう

走しま

し た。 そして、 この病気の原因がカド ミ ウムであるこ

と を 突
つ

き 止め、 19 61（ 昭和 3 6） 年、 吉
よし

岡
おか

金
き ん

市
いち

博

士と と もにカド ミ ウム原因説を学会に発表し まし た。

のちに国においても 調査研究がすすめられ、 19 6 8

（ 昭和 4 3） 年 5 月、 厚生省は「 富山県におけるイタ

イイタ イ病に関する厚生省の見解」 を 発表し 、 この

病気の原因がカド ミ ウムであるこ と を 結論付けまし

た。 こ れは、 イタ イイタ イ病は公害による健康被
ひ が い

害

である、 つまり「 公害病」 であると 国が初めて認め

たものでした。

住民も 立ち上がった
　 原因がカド ミ ウムであるこ と が萩野医師ら によっ

て証明さ れたこ と で、 それまで苦し み、 あきら めて

いた住民たちは 19 6 6（ 昭和 41） 年、 イタ イイタ イ

病対策協議会を 結成し 、 被
ひ が い

害者の救済と 補
ほし ょ う

償に向

けて 立ち 上がり まし た。 翌 19 6 7（ 昭和 4 2 ） 年、

協議会に結集し た被害住民は、 三井金属鉱業株式

会社（ 以下三井金属鉱業） に対して補償請
せいき ゅ う

求を 行

いまし た。 し かし 、 住民側の度重なる要求に対して

三井金属鉱業は、「 公の機関が調査さ れ、 多少なり

と も 三井に責任があるよう におっし ゃら れるなら 、

こ んな暑い最中にいらっし ゃら なく ても 私の方から

補償に参じ ます」 と いう 姿勢を 一
いっ かん

貫してと り 続けま

し た。

　 こう した会社の姿勢に対して被害住民は裁判を起

こ すこ と を 決意し 、 19 6 8（ 昭和 4 3） 年 3 月、 富

山地方裁判所においてイタ イイタ イ病第 1 次訴
そし ょ う

訟の

手続きを行いました。

4第　 　 章

イタイイタイ病と たたかう 住民たち

厚生省がイ タ イ イ タ イ 病を公害病と 認める

「 北日本新聞」（ 1968（ 昭和 43） 年５ 月９ 日）

裁判の仕組み①

　 裁判には民事裁判と 刑事裁判があり ます。

　 民事裁判は、 個人（ 私人） の間の権利・ 義

務の対立を解決する裁判です。 訴
う っ た

えた人（ 原告）

と 訴えら れた人（ 被
ひ こ く

告） それぞれが自分の考

えを 主張し 、 裁判所が法律に基づき 判決を 下

し ます。

　 一方、 刑
け い じ

事裁判は、 盗
ぬす

みなど 法律に違
い は ん

反す

る 犯罪があっ たかど う かを 判断し 、 あっ た場

合はそれに対する刑
けいばつ

罰を決めます。

　 イ タ イ イ タ イ 病の裁判は民事裁判に当たり 、

被
ひ が い

害住民が原告、 三井金属鉱業が被告と し て

行われまし た。

１   病気の原因を突
つ

きと め、 立ち上がる 住民
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第１ 審
し ん

始まる
　 イタ イイタ イ病訴

そし ょ う

訟は、 新潟水俣病訴訟、 四日市

公害訴訟につぐ 全国 3 番目の公害裁判であること、

またこの訴訟は鉱業法第 10 9 条に基づき 企業の無
む

過
か

失
し つ

責
せき

任
にん

（ ※１） を 追
ついき ゅ う

及する点において、 わが国の

初ケースであること などから世の注目を 浴びる裁判

と なり まし た。

　 イタ イイタ イ病訴訟は全国四大公害訴訟では最大

規模（ 原告総数 5 2 2 人） のも のと なり まし た。 第

1 次訴訟の概
がいよ う

要は、 原告数は患
かんじ ゃ

者 9 件 9 人、 遺族

5 件 19 人の計 14 件 2 8 人、 争点はカド ミ ウムが原

因物質か、 そのカド ミ ウムは神岡鉱業所から流れ出

たのか、 と いう 点でした。

第 1 審での全面勝
し ょ う そ

訴
　 イタ イイタ イ病第 1 次訴

そし ょ う

訟は、 3 年余り の審
し ん り

理を

経た後、 19 71（ 昭和 4 6） 年 6 月に全国四大公害

訴訟の最初のも のとしてその判決が下さ れまし た。

こ の判決は、 損害を 発生さ せたカド ミ ウムの排
はいし ゅ つ

出

行
こ う い

為と、 イタ イイタ イ病発生と の間の因果関係を認

め、 三井金属鉱業の無過失責任を 訴
う っ た

えた被
ひ が い

害住民

の主張をほぼ全面的に肯
こ う てい

定するも のと なり まし た。

裁判にむけて話合いをする住民たち

富山地方裁判所の法
ほう て い

廷

不法行
こ う い

為において損害が生じ た場合、 加害者がその行

為について故意・ 過失が無く ても 、 損害賠
ばいし ょ う

償の責任を

負う と いう こ と 。

※１※１ 無無
む か し つ せ き に ん

過失責任過失責任

 2    住民と 企
き ぎ ょ う

業の裁判はじまる

（ 撮影： 林 春希氏）

（ 撮影： 林 春希氏）

？

裁判の仕組み②

　 裁判では、 同一の事件について 3 回まで裁判を受けら れる

三
さ んし んせい

審制がとら れています。 事件の内容によって、 まず地方裁

判所・ 家庭裁判所・ 簡易裁判所のいずれかで裁判が行われます

（ 第１ 審
し ん

）。 その裁判に不服があれば、 上級の裁判所にやり 直

しを求めて訴
う っ た

えること（ 控
こ う そ

訴） ができ、 第２審でも 不服な場合

はさらにその上の裁判所に訴えること（ 上告） ができます。

こ のよう に、 裁判においてより 正し い判断が行われるよう に、

慎
し んち ょ う

重に審
し ん り

理を進める仕組みが整えられています。

刑
け い じ

事裁判 民事裁判

控訴

簡易裁判所

控訴

高等裁判所

最高裁判所

上告

控訴

簡易裁判所

家庭
裁判所

地方
裁判所

家庭
裁判所

地方
裁判所

控訴 上告
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名古屋高等裁判所金沢支部への控
こ う そ

訴、

そして完全勝
し ょ う そ

訴へ
　 第 1 審

し ん

判決に対し 三井金属鉱業側は、 ｢因果関係

についての科学的、 病理学的な解明が不十分｣ とし

て、 即
そく じ つ

日、 名古屋高等裁判所金沢支部に控訴しまし

た。 こ れに対し 原告側も 慰
い し ゃ

謝料を 倍に増額して逆

控訴し 、 徹
てっ てい

底して争う 姿勢を見せました。 控訴審
し ん

に

おいても 双
そう ほう

方激し い主張が行われまし たが、 19 7 2

（ 昭和 47 ） 年３ 月に三井金属鉱業側の証人の証言

が住民側弁護士の反対尋
じ んも ん

問で大きくく ずれ、 原告側

の勝利は確定的と なりました。

　 同年 7 月には三井金属鉱業側が「 控訴審判決に

服し 上告し ない」「 関連する 裁判やまだ裁判を 起こ

していない患者にも 誠意をもって善処する」 と いう

姿勢を 示すよう になり まし た。 そし て、 8 月 9 日、

名古屋高等裁判所金沢支部は三井金属鉱業側の控

訴を 棄
き き ゃ く

却、 被
ひ が い

害住民側の請
せいき ゅ う

求を認める 判決を出し

まし た。 被害住民の全面勝訴が認められたのです。

被
ひ が い

害者団体と 原因企
き ぎ ょ う

業と で結ばれた

3 つの約束
　 控

こ う そ し ん

訴審での被害住民全面勝
し ょ う そ

訴の翌日、 被害住民

と 三井金属鉱業と の直接交
こ う し ょ う

渉が行われました。 粘
ねば

り

強い交渉の結果、「 病気の原因を認め、 患者の補
ほし ょ う

償

を行う 誓
せいやく

約書」「 発生地の過去未来の農業被害の補

償と 土
ど じ ょ う

壌の復元費用の全面負担の誓約書」「 今後公

害被害を 発生さ せないこ と を確約し 、 住民の立入

調査を認める 公害防止協定書」 の３ つの文書に同

意し 、 署名が行われました。 大正時代から 続く 被害

住民の苦し みと 強い願いが企業に届き、 こ れをもっ

てよう やく 被害者救済と 農地の土壌復元、 住民が参

加する公害防止対策が始まることと なり ました。

イタイイタイ病と たたかう 住民たち

全面勝
し ょ う そ

訴を喜ぶ人々（ 1972（ 昭和 47） 年 8 月９ 日）

患
かんじ ゃ

者に対する

損害賠
ばいし ょ う

償

汚
お せ ん

染土
どじ ょ う

壌の

復元

公害を 二度と

起こ さ ない

公害防止対策

病気の原因を認め、 患
かんじ ゃ

者の補
ほし ょ う

償を行う 誓
せいやく し ょ

約書 発生地の過去未来の農業被
ひ が い

害の補
ほし ょ う

償と 土
どじ ょ う

壌の復元費用の全面負担の誓
せいやく し ょ

約書

4第　 　 章

 3  住民の完全勝
し ょ う そ

訴と 企
き ぎ ょ う

業と の約束

（ 撮影： 北日本新聞社）

３ つの約束
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判決の翌日に行われた交
こ う し ょ う

渉の様子

年月 できごと

1966（ 昭和 41） 年 11 月 イタイイタイ病対策協議会が結成される。

1967（ 昭和 42） 年 6 月 協議会に結集した被
ひ が い

害住民が、 三井金属鉱業に補
ほし ょ う

償要求の行動を起こす。

1968（ 昭和 43） 年 1 月 イタイイタイ病訴
そし ょ う

訟弁護団が結成さ れる。

3 月 イタイイタイ病第１ 次訴訟の手続きをする。（ 富山地方裁判所）

5 月 厚生省（ 現： 厚生労働省） がイタイイタイ病を公害病と 認める。

1971（ 昭和 46） 年 6 月 イタイイタイ病第１ 次訴訟で住民側が全面勝
し ょ う そ

訴する。 三井金属鉱業が控
こ う そ

訴する。

9 月 控訴審
し ん

がはじ まる。（ 名古屋高等裁判所 金沢支部）

1972（ 昭和 47） 年 8 月 イタイイタイ病第１ 次訴訟控訴審で住民側が完全勝訴する。

イタイイタイ病裁判の流れ

今後公害被
ひ が い

害を発生さ せないこ と を確約し 、 住民の立入調査を認める公害防止協定書
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安全な水を確保するために

　 イタ イイタ イ 病が広がったのは、 カド ミ ウムに汚
お

染
せん

さ れた川の水を 飲んだり 、 その水で 育てた米を

食べたりし たためでし た。裁判が行われる前（ 19 6 0

（ 昭和 3 5 ） 年頃
ごろ

） から 住民の要望を 受けて、 水道

の整備が始まり まし た。

　 神通川左岸の婦中町（ 現富山市婦中町） 東部地

区（ 宮川、 熊野、 鵜坂） は神通川の水を長年生活用

水としていたイタ イイタ イ病発生地区です。 イタ イイ

タ イ病がカド ミ ウムに汚染さ れた神通川の水に起因

していると の厚生省見解が 19 6 8（ 昭和 4 3） 年５ 月

８ 日に公表さ れ、 保健衛生上放置しておく こと がで

き ないこ と から、 婦中町では神通川水系に関係の

ない水源を求めて簡易水道を設置し 、 19 6 9（ 昭和

4 4） 年から 給水を始めまし た。

　 この簡易水道敷
ふ せ つ

設にあたっては、 特
と く し ゅ

殊なケースで

あること から 特別な配
はいり ょ

慮がさ れ、 事業費に対して国

及
およ

び県の高率な助成が行われまし た。

　 先んじ て神通川右岸の新保地区（ 現富山市新保）

では、 地元青年団による簡易水道敷設の運動が高

まって村議会を動かし 、 19 6 3（ 昭和 3 8） 年に簡易

水道が設置さ れています。

　

5 0 年以上続く「 立入調査」
　 裁判により イタ イイタ イ病の原因がカド ミ ウムであ

ること が確定し まし た。 また、 原因企
き ぎょ う

業から 二度と

公害を 発生さ せないと いう 約束も 取り 付けまし た。

し かし 、 雨が降ると 鉱山から雨水と 一
いっ し ょ

緒にカド ミ ウ

ムを 含
ふく

む汚
よご

れた水が川に流れ出る可能性があり ま

す。 そう なら ないよう にし っ かり と チェ ッ クし 、 神

通川の流域に住む人々が安心して暮ら せるよう にす

る 必要があり ます。 そこ で、 神通川に含まれるカド

5第　 　 章

イタイイタイ病を乗り 越
こ

え、魅
み り ょ く

力的な地域に

｢朝日新聞  富山県版」（ 1961（ 昭和 36） 年 11 月 25 日）

陥没

露天掘

採掘跡
鉱業廃棄物
投入廃棄ズリ 植栽実験

休廃坑口

たい積場
廃さ い

たい積場

神通川第一ダム ❶ 排水処理対策

❷ 排煙処理対策

❸ たい積場のポンド 処理対策

❹ 坑内水の処理対策

❺ 裸地と なった鉱山の植栽対策

● 水質調査地点

※シックナー：薬品を入れて汚染物を沈殿さ せる施設

神
通

川

坑口
坑口

右岸合口用水

大沢野用水

富山新港

廃バッテリ ー

輸入鉱石

坑道

鉱
石

休廃坑口

ズ
リ

中
浸

透
水

沢
水

排
水

排
水

排
水

排水

新猪谷ダム

製 品
カド ミ ウム

金・ 銀・ 鉛

亜鉛・ 硫酸

神通川第二ダム

左岸合口用水

神通川第三ダム

排
煙

浸透水

工場排水

坑
内
排
水 沈

殿
物

坑
道

シック ナー（ ※）

高 原 川

宮 川

発電所水路

カ
ド
ミ
ウ
ム

ミス
ト粉 じ

ん

浸
透
水

浸
透
水

はい

きゅう はいこうぐち

は い き

こう ぐ ち

かんぼつ

ろ てんぼり

さ いく つあと

は い き

こ
う
ど
う

し
ん
と
う
す
い

ち
ゅうし

ん
とう

す
い

なまり

あ え ん　りゅう さ ん

ち
ん

で
ん

ぶ
つ

はいすい

はいえん

しょく さ い

こう な いすい

は い

発生源対策のポイント

１   安全で美し い水を求めて
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ミ ウムの濃
の う ど

度を自然レベルに戻
も ど

すこと を目標として、

被
ひ が い

害住民による 神岡鉱山への立入調査が、 裁判が

終わった 19 7 2（ 昭和 47 ） 年から 始められました。

　 立入調査には被害住民に加え、 弁護団と 専門的

な知識を持った科学者が加わりました。

　 神岡鉱山の施
し せ つ

設や操業等の状
じ ょ う き ょ う

況を正確に把
は あ く

握し 、

再
さ い お せ ん

汚染を防止する抜
ばっ ぽんてき

本的な対策を行う ためには専門

的な調査研究が必要であるとの考えから、1974（ 昭

和 4 9） 年から 以下の 5 つの研究を専門科学者へ

委
い た く

託し 、 翌年、 報告書が取りまと められました。

　 ①神岡鉱山の排
はいすい

水対策に関する調査研究

　 ②神岡鉱山の排
はいえん

煙対策に関する調査研究

　 ③神岡鉱山のカド ミ ウムなどの収支に関する研究

　 ④神通川水系の重金属の蓄
ち く せき

積と 流出に関する研究

　 ⑤神岡鉱山の廃
はい

さ いたい積場の構造安全性に関　 　

　 　 する研究

　 以降、 こ の報告書に基づき、 科学者や弁護士と

と もに、 排水、 排煙、 坑
こ う ない

内、 発電用水路、 休
き ゅ う はいこ う

廃坑、

植
し ょ く さ い

栽などの課題について、 専門立入調査を年６ ～7

回実
じ っ し

施してきました。

　 また、 各課題を 住民全体でまと めて調査する全

体立入調査を 19 7 2  （ 昭和 47 ） 年以来毎年実施し 、

2 0 21（ 令和３ ） 年には 5 0 回を 数え、 専門立入調

査なども 含めると 参加者は約 9 ,0 0 0 人にも のぼり

ました。

　 こ れら の立入調査では、 協力科学者グループや

弁護士の指導・ 協力のもと、 多く の地域住民も 参加

して厳し い監
か ん し

視を 継
けいぞく

続する一方、 原因企業もまた、

調査を 真
し ん し

摯に受け止め鉱害防止

に 努めて き まし た。 そ の結果、

被害住民団体と 原因企業は「 緊
き んちょ う

張

感のある 信
し んら い

頼関係」 を 構築し 、 神

通川のカド ミ ウム濃度は自然レ ベルの

数値まで下がり 、 美し い流れを 甦
よみがえ

ら せるな

どの成果をあげるこ と ができまし た。 2 015（ 平成

2 7 ） 年 7 月には、 従来から も活動していた専門委

員により 、 新たに「 発生源対策専門委員会」 を 発

足し 、 科学者及
およ

び弁護団の協力、 支
し え ん

援を得て住民

目線の発生源監視活動に努めています。

　 このよう に約半世紀にわたって粘
ねば

り 強く 調査を続

けてき たこ と は、 国内は言う に及ばず海外にも 類

例のない成果と 評価さ れています。

立入調査の様子
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排
はいすい

水に含
ふく

まれるカド ミ ウムの濃
の う ど

度の推移

植林さ れた山

環
かんきょ う

境基本法に基づく カド ミ ウムの水質環境基準

0.003m g/L 以下

神通川のカド ミ ウム濃度

0.0015m g/L

1968（ 昭和 43） 年

・ 神通川第三ダムの水質
（ 科学技術庁による調査）

0.00006m g/L

2021（ 令和 3） 年

・ 神通川第三ダムの農業用水

取水口の水質
（ 住民による測定）

神通川のカド ミ ウム濃
の う ど

度の変化

県による水質調査   富山県でも 三井金属鉱業と の「 環
かんき ょ う

境保全等に関する基本協定」 19 7 2（ 昭和 47 ） 年に基づき、 毎月、 神通川の神通川

第一ダムでカド ミ ウムの水質調査を実施しています。 19 7 2（ 昭和 47 ） 年の調査開始以来、 すべて環境基準値以下と なっています。

（ 住民による測定）

カ ド ミ ウム及び

その化合物の排水基準 0.03m g/L
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イタイイタイ病の土
どじ ょ う

壌復元事業

　 神通川流域の農用地の土壌汚
お せ ん

染は、 カド ミ ウムを

含
ふく

んだ神通川水系の用水をかんがい水として利用し

ていたこ と による、 土壌へのカド ミ ウムの蓄
ち く せき

積が原

因です。 こ の土壌中のカド ミ ウムが米に吸収さ れ、

食品として人体に摂
せっ し ゅ

取さ れました。

　 米は私たちの主食であるため、 食品のう ち米から

摂取するカド ミ ウム量が最も 多く 、 厚生労働省の調

査（ 日本におけるト ータ ルダイエット 調査 2 0 0 5 年）

によると 食品全体の約４ 割を 占
し

めています。 一定の

濃
の う ど

度以上のカド ミ ウムを含む米を長期間摂取すると

腎
じ んき のう し ょ う がい

機能障害などの健康被
ひ が い

害を引き起こすこと がある

と さ れており、 食品衛生法では米に含まれるカド ミ

ウム濃度について基準が定められています。

　 裁判後、 神通川流域に広がるカド ミ ウムに汚染さ

れた広大な農用地をどう するかが、 大きな課題とし

て残り まし た。 富山県では、 19 7 0（ 昭和 4 5 ） 年に

制定さ れた「 農用地の土壌の汚染防止等に関する法

律」 に基づいて、玄
げんまい

米中のカド ミ ウム濃度が 1.0 ppm

以上の汚染米が検出さ れた地域（ 1 号地） およびそ

の周辺のう ち汚染米が発生するおそれがある地域（ 2

号地） をあわせた 15 0 0 .6 ha を農用地土壌汚染対

策地域として指定し 、 汚染を除去するための土壌復

元などの対策を進めました。

　 農用地土壌汚染対策地域の土壌復元事業は1979

（ 昭和 5 4） 年から 始まり、 上流の第１次地区から 着

手さ れ、 下流域の第２ 次地区、 第３ 次地区へ順次進

めら れ、 2 011（ 平成 2 3） 年までに約 5 0 ％にあた

る 76 3 .3 ha が復元さ れました。

　 ま た、 玄米中カド ミ ウム 濃 度が 0 .4 ppm 以上

1.0 ppm 未満の米が産出さ れる地域（ 3 号地） につ

いても、 消費者の不安に配慮して配給し ないと する

農林大臣談話により、 採れた米は非食用として処理

する一方、 農地は 19 91（ 平成３ ） 年に産米流通対

策地域として 18 5 .6 ha を 特定して、 19 9 7（ 平成９ ）

年から 復元事業に着手し 、 2 011（ 平成 2 3） 年まで

に 9 9 .8 ha が復元さ

れました。

　 こ れら対策地域の

う ち、 農地に復元さ

れたのは対策地域に

指定、 特定さ れた農

地の約 5 0 ％で、 残り

は農地以外の企
き ぎょ う

業や

商業施
し せ つ

設、公共施設、

団地、 住宅地などへ

転用さ れました。

イタイイタイ病を乗り 越え、 魅力的な地域に

農用地土
ど じ ょ う お せ ん

壌汚染対策地域の指定面積 神通川流域農地復元工期と 面積

調査地点

仮調査地点の設定 調査地点の設定 試料の採取

農用地土壌汚染

対策地域に指定

カドミ ウムの検査等
試料の採取量

縮尺1 ／3 ,0 0 0 程度の平面図を ベースマ

ッ プとし て、1 区画がおおむね2 .5 h aと な

るよう に方眼を 組み、そ の交差を 仮調査

地点と する。

仮調査地点を 含む農用地の区画の中央

部を調査地点と する。

○稲は、当該調査地点上に立毛し ている稲2 0 株

前後（ 玄米とし て約5 0 0 g～1 kg）

○土壌は、稲を 採取し た地点において、地表から

地表下1 5 cm までの土壌を 垂直に切り 取り 、混

合し 、均一な土壌約1 kgを採取

○玄米中のカド ミ ウムの量

○土壌中のカド ミ ウムの量

○土の性質 ほか

仮調査地点を含む農用地の区画

指定要件に
該当

■農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく 調査の概要

げんまい

いね とうがい

農用地の土
どじ ょ う

壌の汚
お せ ん

染防止等に関する法律に基づく 調査の概要

地域名
対策地域の面積

（ ha ）

左岸地域

旧富山市 2 1 .1

旧婦中町 9 1 2 .0

旧八尾町 8 5 .3

小計 1 ,0 1 8 .4

右岸地域

旧富山市 4 3 7 .6

旧大沢野町 4 4 .6

小計 4 8 2 .2

　 　 　 　 　 計 1 ,5 0 0 .6

地区名 工期 復元面積（ 指定・ 特定面積（ ha ））

農用地土
ど じ ょ う お せ ん

壌汚染対策地域（ １ ・ ２ 号地） 7 6 3 .3 （ 1 ,5 0 0 .6 ）

　 神通川流域第１ 次地区 1 9 7 9 〜 1 9 8 4 年度 7 9 .5 　     （ 9 6 .4 ）

　 神通川流域第 2 次地区 1 9 8 3 〜 1 9 9 4 年度 2 9 1 .3 　   （ 4 5 0 .5 ）

　 神通川流域第 3 次地区 1 9 9 2 〜 2 0 1 1 年度 3 9 2 .5      （ 9 5 3 .7 ）

産米流通対策地域（ ３ 号地） 9 9 .8      （ 1 8 5 .6 ）

　 神通川流域二期地区 1 9 9 7 〜 2 0 1 1 年度 9 9 .8      （ 1 8 5 .6 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 計 8 6 3 .1 （ 1 ,6 8 6 .2 ）

5第　 　 章

 2  農地の復元に向けて－汚
お せ ん

染された農用地はどのよう に復元されたか
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　 カド ミ ウムに汚
お せ ん

染さ れた農地の復元は広範囲にわたっ

ています。 汚染さ れた土
どじ ょ う

壌の捨て場はあり ません。 その

ため、 汚染さ れた土壌を取り 除いて処分し 、 他から 汚染

さ れていない土壌を運び入れること は困難でし た。

　 そこ で、 19 7 3（ 昭和 4 8） 年から 、 実験田を 10 ヶ 所

設置し 、 6 年間かけて復元工法が検討さ れまし た。 汚染

さ れた土壌の上にレキ（ 石こ ろ） を 含
ふく

んだ土で耕
こ う ばんそう

盤層を

造るこ と で、 下層にある汚染さ れた土壌が遮
し ゃ だん

断さ れ、 上

層の客土（ 汚染さ れていない土壌） にカド ミ ウムの混入

が防げること や水
すいと う

稲の根が汚染さ れた土壌に入り 込
こ

まな

いこ と などが分かり まし た。 その結果を 受けて、 汚染さ

れた土壌を農地の地下に埋
う

める方法で、 復元すること に

し まし た。

　「 埋込客土工法」 と「 上乗せ客土工法」 を 基本的な工

法と して施
せ こ う

工するこ と になり まし た。 復元の時に発生す

る 残土は、 指定地域内での処理が求めら れ、 神通川の

堤
ていぼう

防改修工事などに有効利用すること にし まし た。  復元

工事に先立って実施し た試掘調査で、一部地域にまと まっ

た範囲で埋蔵文化財が存在していること が判明し まし た。

すべての範囲を 発掘調査するには莫大な費用と 時間が必

要であり 、 復元工事が遅れる 要因と なるこ と から 、 工事

に当たって、 遺物がある包蔵層の上に土を 盛って保護す

るなどして田面を 調整し 、 発掘面積を 最小限に留めるよ

う 工夫がさ れまし た。

　 汚染さ れた農地を復元するには、 汚染さ れた土壌に代

わる大量の汚染さ れていない土壌が必要です。 その土壌

を客
き ゃ く ど ぼ ざ い

土母材と 言います。 採土地が数箇
か し ょ

所にわたると 土の

栄養分が異なるために、 石灰やリ ン などを 追肥し 、 同質

な土壌にし なければなり ません。 安全で同質の土壌を 大

量に確保するために、 近
き んり ん

隣の山地で土壌調査や採土地の

借上げ、 用地の取得が行われまし た。 旧大沢野町市場、

旧八尾町内から 218 万㎥の土が運ばれまし た。

復元工法

復元さ れた農用地（ 富山市久郷・ 下野地内）

卯花客土母材採土地（ 旧八尾町）

神通川流域地区の事業計画平面図

埋
う め こ み き ゃ く ど

込客土工法

復元前

耕
こ う ど

土（ 汚染土）

田面

下層土

巨レキ
（ 巨大な石）

１ ．２ 号地
　 3 7.5 c m
3 号地
　 2 2 .5 c m

客土（ 粘
ね ん し つ ど

質土）

田面

下層土

　 2 2 .5 c m

復元後

　 2 0 .5 c m

耕土

（ 汚染土）

耕
こ う ばん

盤（ レキ質土）

客土を

搬
は ん に ゅ う

入

下層土

（ 掘り 上げる）

上乗せ客土工法

復元前

耕土（ 汚染土）

田面

下層土

１ ．２ 号地
　 3 7.5 c m
3 号地
　 2 2 .5 c m

客土（ 粘質土）

田面

下層土

　 2 2 .5 c m

復元後

　 2 0 .5 c m

耕土（ 汚染土）

耕盤（ レキ質土）

客土を
搬入

中スキ土
（ 掘り 下げる）

中スキ土
残土処理

耕盤土を
搬入

（ 掘り 下げた穴に埋める）

N
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復元工事の効果

　 復元工事が終わった農地は、 汚
お せ ん

染のない農地とし

て、 米の作付けが可能になり ます。 し かし 、 一
いっ ぱん

般に

流通さ せるためには、 安全性確認調査を 行い、 米

のカド ミ ウム濃
の う ど

度が基準を下回っているこ と を確認

し なければなり ません。 農用地土
ど じ ょ う

壌汚染対策地域

の第 1 次地区から 第 3 次地区については、 3 年間

の安全性確認後に指定が解除さ れます。 また、 産

米流通対策地域は、 安全性確認後に特定除外の措
そ

置
ち

が取られること になります。

　 復元前と 復元後の玄
げんまい

米中のカド ミ ウム濃度を 比
ひ か く

較

すると、 農用地土壌汚染対策地域では、 復元前が

0 .9 9 p pm に 対し 、 復元後は 0 .0 8 p pm に、 産米

流通対策地域は 0 .5 6 p pm から 0 .0 9 p pm と 食品

衛生法で規定さ れた値を大きく 下回るまでになり ま

し た。 また、 農用地土壌汚染対策地域の土壌中カ

ド ミ ウム濃度は、 復元前の 1.12 p pm から 0 .13 ppm

と 大変低く なり ました。

指定解除と 稲
い な さ く

作安定化に向けた

取組み
　 農用地土

ど じ ょ う お せん

壌汚染対策地域の指定解除は 19 8 7（ 昭

和 6 2 ） 年から 2 018（ 平成 3 0） 年までに計 11 回

行われ、 約 9 9 ％が解除さ れました。 産米流通対策

地域は、 2 016（ 平成 2 8） 年現在で 約 9 9 ％まで

特定除外さ れました。

　 公害防除特別土地改良事業により 復元さ れたほ

場に設置さ れた「 復元田展示ほ場」 の 10 a 当たり

の水
すいと う

稲平均収量は 5 2 5 ㎏で、 県平均の 519 ㎏と 同

等以上の生産性をあげています。 農家をはじ め、 多

く の人々の努力により、 豊かな農地に甦
よみがえ

ったのです。

イタイイタイ病を乗り 越え、 魅力的な地域に

 3   甦
よ みがえ

った農地－基準値を大きく 下回るカドミ ウム濃
の う ど

度へ

復元工事前と 後の玄米中および土壌のカ ド ミ ウム濃度の比較

調査観測区調査（ 木
き わ く

枠調査）

土
ど じ ょ う

壌が移動し な いよ う に木枠を 設置し 、

３ 年間の調査を 行う 。 木枠２ 個のう ち １

個には水
す い と う

稲を 作付けせず、 水稲によ る カ

ド ミ ウムの吸収がない場合の土壌のカ ド

ミ ウム変化も 調査する 。

対策地域関連調査（ 補完調査）

分
ぶ ん せ き

析用の土
ど じ ょ う

壌と 水
す い と う

稲を 採取し ている様子

ロッ ト 調査の様子

一定地域内から 収穫さ れた産米から 無
む

作
さ く

為
い

に抽
ちゅう し ゅ つ

出、 収集し たサンプルにより カ ド

ミ ウム濃
の う ど

度を調査する。 産米流通対策地

域の特定も こ の方法により 行われた。

神通川流域の農用地土
ど じ ょ う お せ ん

壌汚染対策地域およ び

産米流通対策地域

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 0.99
1.12

0.08

0.56

0.09

現行の食品衛生法で規定さ
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1 9 5 5（ 昭和 3 0 ）年と 2 0 1 5（ 平成 2 7 ） 年の神通川流域

1955 年
（ 昭和 30 年）

2015 年
（ 平成 27 年）

農地がどのよう に甦
よ みがえ

ったか、 地形図から読み取ってみよう

こ の地図の作成に当たっ ては、 国土地理院長の承認を 得て、 同院発行の 2 万 5 千分 1 地形図を 使用し た。（ 承認番号 平 28 北使、 第 6 号）

N
N

0 500 1,000 1,500m

0 500 1,000 1,500m
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中央植物園

大型商業施設

市街化区域

企
き ぎ ょ う

業、 商業施
し せ つ

設の誘
ゆ う ち

致
　 土

ど じ ょ う

壌復元事業と 並行して、 対策地域の農地以外

の用
よ う と

途への転用が促
そく し ん

進さ れまし た。 19 7 0（ 昭和

4 5 ） 年、 婦中町の市街化区域及び市街化調整区域

などが発表さ れ、 鵜坂地区では、 19 7 2（ 昭和 47 ）

年から 田島、 下轡田地内に団地の造成、 下坂倉地

内に雇
こ よ う

用促進住宅の建設が始まり ました。

　 19 7 6（ 昭和 51） 年頃
ごろ

から は、 具体的な農地の

転用計画が打ち出さ れました。 19 7 7（ 昭和 5 2 ） 年

に富山県緑化センター、 19 8 3（ 昭和 5 8） 年にテク

ノ ホール（ 富山産業展示館）、 19 8 4（ 昭和 5 9） 年

に県総合体育センタ ー、 19 8 5（ 昭和 6 0） 年に神

通川緑地公園、19 9 3（ 平成 5 ） 年に県中央植物園、

県総合運動公園陸上競技場など、 県や富山市の施

設が転用地に建設さ れていきました。

　 また、 企業や商業施設の誘致などを行う ため、 イ

ンフ ラ の整備も 着手さ れまし た。 19 8 7（ 昭和 6 2 ）

年に婦中町を通る国道 3 5 9 号線と 富山市を結ぶ婦

中大橋が開通し 、 富山空港や北陸自動車道富山イ

ンタ ーチェ ン ジと も 近く なり まし た。 19 8 9（ 平成

元年） 年、 富山イノ ベーショ ンパーク が起工し 、 企

業の公
こ う ぼ

募が開始さ れまし た。 2 0 0 0（ 平成 12 ） 年

には、 総敷
し き ち

地面積 11 万 8 ,0 0 0 ㎡の大型ショ ッ ピ

ングモ ールがオープ ンし 、 県内外から 多数の来客

がみら れます。

賑
に ぎ

わいをみせる旧婦中町
　 旧婦中町は、 2 0 0 5（ 平成 17 ） 年の「 平成の大

合
がっ ぺい

併」 で富山市と なり まし た。 富山市のベッド タ ウ

ンとして発展し 、 2 012（ 平成 2 4） 年に人口は 4 万

人を 超
こ

えるまでになり まし た。 神通川左岸では、 大

型団地が造成さ れ、 大型ショ ッ ピ ングモールを中心

に人々が賑わい、 右岸には各種スポーツ 施設が建

ち並び、 かつてカド ミ ウムに汚
お せ ん

染さ れていた痕
こ んせき

跡は

みられなく なり まし た。

イタイイタイ病を乗り 越え、 魅力的な地域に

富山市婦中町の市街化区域

県総合運動公園

婦中大橋

中央植物園

富山県立イタ イイタ イ病資料館の開館   

　 2 012（ 平成 2 4） 年 4 月 2 9 日、 子ども たちを はじ め

国内外の幅
はばひろ

広い年代の人々が「 イタ イイタ イ病」 の恐
おそ

ろし

さ を 知り 、「 克
こ く ふく

服の歴史」 を学ぶと と も に、 県民一人一人

が「 環
かんき ょ う

境と 健康を 大切にするラ イフ スタ イルの確立や地

域づく り」 に取り 組むこ と を目指す未来指向型の資料館

として富山県立イタ イイタ イ病資料館が開館し まし た。

※詳し く は 富山県立イ タ イ イ タ イ 病資料館ホームページ をご覧く ださ い。
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神通川流域カド ミ ウム問題の全面解決

　 2 013（ 平成 2 5 ） 年 12 月、 神通川流域カド ミ

ウム問題の「 全面解決」 に関する調印式が行われ

まし た。 原因企
き ぎょ う

業の三井金属鉱業から 謝罪が述べ

られ、 被
ひ が い

害者団体も それを受け入れ、 両者が合意

書に調印しました。

　 イタ イイタ イ病の問題は、 汚
お せ ん

染農地の復元が終

わり 、 神通川のカド ミ ウム濃
の う ど

度も自然レ ベルの数

値に回復し まし たが、 公害病と 認めら れていない

カド ミ ウムによる 腎
じ んぞう し ょ う がい

臓障害への補
ほし ょ う

償が最後の課題

でし た。 こ の腎臓障害に対しても 新たに創設し た

支
し え ん

援制度により 一時金が支
し は ら

払われるこ と と なり 、

最終的に合意に至ったのです。

よりよい環
かんきょ う

境をつく り、

持続可能な社会を目指した国の動き
　 日本の経済は、 高度経済成長期に著し い発展

を遂げました。 工業生産は増大し 、 交通機関が発

達、 人口も 増加し たこ と などによって環境が悪化

し 、 公害が社会問題と なるよう になり まし た。 公

害によって引き起こさ れた公害病は、 イタイイタイ

病だけでなく 、 全国いたると ころでみられるよう に

なり まし た。

　 こ れに対して、 環境を保全する活動が盛んと な

り、 19 6 7（ 昭和 4 2 ） 年には、 公害対策基本法

が定められまし た。 また 19 71（ 昭和 4 6） 年には

環境庁が設置さ れ、 19 7 2（ 昭和 47 ） 年には自

然環境保全法が制定さ れるなど、 環境への対策

が政府や企業によって本格的に進めら れるよう に

なり まし た。

　 その後、 環境問題が地球規模で 深刻にと らえ

られるよう になり、19 9 3（ 平成 5 ） 年には環境保

全のための国の責務を明らかにし 、地球環境保全

のための国際協調の推進を目指して 環境基本法

が制定さ れるに至り まし た。 2 0 0 0（ 平成 12 ） 年

には循
じ ゅ んかんがた

環型社会形成推進基本法が制定さ れ、 翌

2 0 01（ 平成 13） 年には環境庁が環境省と なり ま

した。よりよい環境をつく り、持続可能な社会を目

指し た取組みがますます活発に進められています。

　 　 　

国内では、2 011（ 平成 2 3） 年 3 月、

東日本大震災で 東京電力福島第一原

発事故が起き、 放射能による 土
ど じ ょ う お

壌汚

染
せん

が広がり まし た。 国外では、 イタ イ

イタイ病に似た症
し ょ う じ ょ う

状の発生や公害の放

置、 国境を越
こ

えての環境汚染等が生じ

ています。

　「 持続可能な社会」 の実現に向けて、

未来を担う 私たちはどのよう に行動す

べき なのでし ょ う か、 解決策を 考えて

みましょ う 。

あと がき

　 富山県の中央部を 流れる 神通川は、 大河と なって富山湾
わん

に注いでいます。 その流

域は、 何事も なかったかのよう に、 商業・ 農業・ 住宅ゾーン等に人々が集い、 豊かな

大地として県都富山を支えています。 し かし 、 かつてこの地に、 世紀に及
およ

ぶカド ミ ウ

ム汚
お せ ん

染と の闘
たたか

いがあったこと を忘れるわけにはいきません。 被
ひ が い

害住民が自ら立ち上が

り、 イタ イイタ イ病裁判と 闘いながら 、 健康被害、 土
どじ ょ う

壌汚染、 農業被害を克
こ く ふく

服してい

く 姿は、 我が国ばかり ではなく 、 世界の公害環
かんき ょ う

境対策の一つと して歴史的教訓と 意

義をもつも のです。 このこと は、何としても 後世に伝えていかなければならないのです。

　 この冊子は、 さ まざまなイタ イイタ イ病報道の事実を背景に、 未来を担う 中学生を

対象に編集し たも のです。 私たちの社会は、 時代がどのよう に変わろう と も 、 常に問

題をかかえています。 その中で、 自分がどのよう な行動をし なければなら ないか見極

めていきたいも のです。 イタ イイタ イ病に学ぶこと を通して、 豊かな社会を持続してい

く 契
け い き

機が生まれること を願っています。

　 イタイイタ イ病副読本作成メ ンバー代表

　 富山国際大学教授　 　 水　 上　 義　 行

 5   持続可能な社会をめざして

「 北日本新聞」（ 2013（ 平成 25） 年 12 月 18 日）



イ タ イ イ タ イ 病に関する主な動き　

1889（ 明治 22） 年 三井組が神岡鉱山の全鉱業権取得 1894（ 明治 27） 年　 日清戦争（ 〜 1895 年）

1904（ 明治 37） 年　 日露戦争（ 〜 1905 年）

1914（ 大正 3） 年　 第一次世界大戦（ 〜 1918 年）

1923（ 大正 12） 年　 関東大震災

1941（ 昭和 16） 年　 太平洋戦争（ 〜 1945 年）

1954（ 昭和 29） 年　 神武景気（ 〜 1957 年）

1896（ 明治 29） 年 神通川流域の農業被害が新聞報道

1911（ 明治 44） 年 最初のイタ イイタ イ病患者の発生（ 厚生省の推定）

1920（ 大正 9） 年 上新川郡農会が農商務大臣と 富山県知事に「 建議書」 を提出

1940（ 昭和 15） 年 水田入口の沈殿池に対して、 県が補助金を 交付

1943（ 昭和 18） 年 農林省が神岡鉱山の調査に係官を 派遣

1955（ 昭和 30） 年 ８ 月 「 イタ イイタ イ病」 がはじ めて新聞報道

10 月 「 イタ イイタ イ病」 の病名が使われた最初の学会報告（ 第 17 回日本臨床外科医会）

1956（ 昭和 31） 年 ２ 月 栄養失調と 過重労働が原因であると する説発表（「 臨牀栄養」 9 巻２ 号）

1957（ 昭和 32） 年 12 月 鉱毒が原因であると する説発表（ 第 12 回富山県医学会）

1958（ 昭和 33） 年 岩戸景気（ 〜 1961 年）

1961（ 昭和 36） 年 ６ 月 カド ミ ウムが原因であると する説発表（ 第 34 回日本整形外科学会）

12 月 富山県地方特殊病対策委員会設置

1964（ 昭和 39） 年 東海道新幹線開通、 オリ ンピッ ク 東京大会開催

1965（ 昭和 40） 年 いざなぎ景気（ 〜 1970 年）

1966（ 昭和 41） 年 11 月 イタ イイタ イ病対策協議会結成

1967（ 昭和 42） 年 ６ 月 厚生省が日本公衆衛生協会イタ イイタ イ病研究班に研究委託

イタ イイタ イ病対策協議会が三井金属鉱業と 補償等の交渉開始

公害対策基本法制定

7 月 県が神通川流域住民の健康実態調査を 開始

12 月 イタ イイタ イ病患者３ 名が厚生大臣と 通産大臣に救済を 陳情

県が独自にはじ めてのイタ イイタ イ病患者を 認定

1968（ 昭和 43） 年 １ 月 イタ イイタ イ病弁護団結成

大気汚染防止法、 騒音規制法制定
３ 月 １ 次訴訟提訴　 三井金属鉱業に対して損害賠償の訴え

以降、 1971（ 昭和 46） 年７ 月にかけて７ 次（ 182 件） 提訴

５ 月 厚生省見解発表（ イタ イイタ イ病を 公害病として認める）

1969（ 昭和 44） 年 公害に係る健康被害の救済に関する 特別措置法制定

1970（ 昭和 45） 年 ２ 月 神通川流域が公害に係る健康被害の救済に関する 特別措置法の対象地域に指定

以降、 法律に基づきイタ イイタ イ病の患者救済を実施

裁判所が訴訟救済を 決定

日本万国博覧会開幕

内閣に公害対策本部設置

玄米中のカド ミ ウム濃度の基準値を 1.0m g /kg に設定　 　 　 　 　 　 　 　

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律制定

水質汚濁防止法制定

1971（ 昭和 46） 年
６ 月 １ 審判決　 患者側勝訴、 三井金属鉱業側控訴

環境庁発足

新潟水俣病第１ 次訴訟判決　 原告勝訴

1972（ 昭和 47） 年 ８ 月 ２ 審判決　 患者側全面勝訴

被害住民が三井金属鉱業と の間で ｢イタ イイタ イ 病の賠償に関する 誓約書」 ｢公

害防止協定書｣ ｢土壌汚染問題に関する誓約書｣ を 締結

四日市公害裁判判決　 原告勝訴

冬季オリ ンピッ ク 札幌大会開催　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

自然環境保全法制定

11 月
「 公害防止協定書」 に基づき、 第１ 回立入調査実施（ 住民 200 名、 科学者等専門

家 26 名）

1973（ 昭和 48） 年 水俣病第１ 次訴訟判決　 原告勝訴

公害健康被害補償法制定

第１ 次石油危機

1977（ 昭和 52） 年 11 月 農用地土壌汚染対策地域 1500.6 ヘクタ ールの指定完了

1978（ 昭和 53） 年 2 月 第１ 回専門立入調査実施

1979（ 昭和 54） 年
3 月 立入調査で発電用水路内への浸透水による汚染を 発見

第２ 次石油危機
4 月 環境庁（ 現・ 環境省） 委託事業による住民健康調査を開始

1980（ 昭和 55） 年
2 月

農用地土壌汚染対策計画（ 第１ 次地区） を 策定し 、 工事着手

以降、 1992（ 平成４ ） 年にかけて第３ 次地区まで計画策定し 、 工事着手

1987（ 昭和 62） 年

8 月

神岡鉱山で亜鉛を取り 出し た残り カスの処理方法を乾式から湿式に変更

農用地土壌汚染対策地域のはじ めての指定解除

以降、 順次指定解除を実施

公害健康被害補償法の一部改正

法律名を「 公害健康被害の補償等に関する法律」 に改称

1993（ 平成 5） 年 環境基本法制定

1995（ 平成 7） 年 阪神・ 淡路大震災

1997（ 平成 9） 年 2 月 産米流通対策地域の農用地土壌汚染対策計画を策定 京都議定書を採択（ 2005（ 平成 17） 年発効）

1998（ 平成 10） 年 冬季オリ ンピッ ク・ パラリ ンピッ ク長野大会開催

2001（ 平成 13） 年 6 月 神岡鉱山での亜鉛、 鉛鉱石の採掘休止 環境省発足

2002（ 平成 14） 年 土壌汚染対策法制定

2009（ 平成 21） 年 6 月 県がイタ イイタ イ病関係資料継承検討会を設置

2010（ 平成 22） 年 2 月 イタ イイタ イ病関係資料継承検討会が資料館の設置やその考え方などを盛りこ ん

だ報告を県に提出

3 月 県がイタ イイタ イ病資料館整備基本構想を策定

2011（ 平成 23） 年 6 月 富山県立イタ イイタ イ病資料館新設工事に着手 食品衛生法で定める玄米及び精米中のカド ミ ウム濃度の基準を 1.0ppm

未満から 0.4ppm 以下に改正

東日本大震災

カド ミ ウムについての水質汚濁に係る 環境基準を 0.01m g /L 以下から

0.003m g /L 以下に改正

8 月 第 40 回立入調査記念シンポジウム開催

2012（ 平成 24） 年 3 月 対策地域の土壌復元が完工

4 月 富山県立イタ イイタ イ病資料館オープン

2013（ 平成 25） 年

12 月

被害者団体と 三井金属鉱業が「 神通川流域カド ミ ウム問題の全面解決に関する

合意書」 に調印

被害者団体と 三井金属鉱業が健康管理支援制度に関する協定書を 締結

2014（ 平成 26） 年
8 月 一般財団法人神通川流域カド ミ ウム被害団体連絡協議会の設立

カド ミ ウムについての水質汚濁防止法に基づく 排水基準を 0.1m g /L 以下

から 0.03m g /L 以下に改正

2015（ 平成 27） 年 北陸新幹線開業

国連総会で 2030 年に向けた「 持続可能な開発目標」（ SDGs） 採択

2016（ 平成 28） 年 G7 富山環境大臣会合開催

2019（ 令和  元） 年 富山県が SDGs 未来都市に選定

2020（ 令和 2） 年 カド ミ ウムについての土壌汚染に係る 環境基準を 0.01m g /L 以下から

0.003m g /L 以下に改正

カド ミ ウムについての土壌汚染対策法に基づく 各基準の改正

2021（ 令和 3） 年 東京 2020 オリ ンピッ ク・ パラリ ンピッ ク 競技大会開催

2022（ 令和 4） 年 4 月 富山県立イタ イイタ イ病資料館　 開館 10 周年

社会的な動き

発行 : 平成 2 9 年 3 月（ 令和 7 年 3 月版） 富山県　 　 制作 : 一般財団法人 神通川流域カ ド ミ ウム被害団体連絡協議会

平成 2 8 年度から 環境省委託  イ タ イ イ タ イ 病に関する リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンを 意識し た資料継承・ 情報発信事業によ り 作成し たも のです。


